
千葉市監査委員告示第１号 

              

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第９項の規定により千葉市職員措

置請求（１９千監（住）第４号）の監査の結果に基づき講じた措置について、別添のと

おり千葉市長から通知がありましたので、次のとおり公表します。 

   

平成２０年２月１８日 

千葉市監査委員  古 川 光 一 

同        大 島 有紀子 
同        上村井 真知子 

同        石 井 茂 隆 
 



１９千総総第２６４号  

平成２０年２月１５日  

 

千葉市監査委員  古 川 光 一 様 

同        大 島 有紀子 様 

同        上村井 真知子 様 

同        石 井 茂 隆 様 

 

                      千葉市長 鶴 岡 啓 一 

  

 

千葉市職員措置請求に係る勧告に基づき講じた措置について（通知） 

 

 平成１９年１２月２０日付け１９千監第１１９号にて勧告のありました標記の件につ

いて、地方自治法第２４２条第９項の規定により下記のとおり必要な措置を講じましたの

で、同項の規定により通知します。 

 

記 

 

 

１ 損害賠償請求 

次のとおり損害賠償請求を行った。 

（１）請求日 

   平成１９年１２月２７日 

（２）請求内容 

  ア 請求の相手方 

    ① 株式会社市原組 

    ② 杉山不動産開発株式会社の清算人であった者 

イ 請求金額（損害賠償金） 

６２，４９１，６５７円 

    ［内訳］損害賠償金  ４６，４４７，３７７円 

        遅延損害金 １６，０４４，２８０円（ウの納付期限日に支払った場合） 

  ウ 納付期限 

 平成２０年１月１５日 

 

２ 催告 

上記１の損害賠償請求に対し、納付期限までに支払いがなされなかったため、平成 

２０年２月１日、請求の相手方に対し、損害賠償金を速やかに支払うよう、催告書を送

付した。 

 


